
 

 

白井市第５次総合計画 基本構想 答申の流れについて 

 

 

 

≪H27.2.5（木） 第４回総合計画審議会にて≫ 

①  白井市 第５次総合計画 基本構想の答申内容を検討、決定。 

 

 

 

 

 

≪事務局にて≫ 

②  上記①について事務局にて答申書をとりまとめ後、審議会委員へ送付し、確認

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

≪総合計画審議会 会長・副会長にて≫ 

③  平成２７年３月中に市長へ答申書を手渡します。 

 

 

※答申：諮問機関が行政機関の問いかけを受け、回答として意見を述べること。  

 

H26.8.19 市長から基本構想策定について諮問 

     ↓  ↑ 

白井市総合計画審議会 答申書（意見） 

   

               

 

議題２ 資料１ 


